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          公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 

理 事 長   関  荘 一 郎 
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は じ め に 

 

本 2025・2026・2027 年度版講習会テキスト印刷製本業務及び発送管理業務の入札等については、公

益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター（以下「当センター」という。）の規定に定めるもののほか、

この入札説明書によるものとする。 

 

１．契約責任者 

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 理事長   関 荘一郎 

 

２．競争入札に付する事項 

（１）件名  2025・2026・2027年度版講習会テキスト印刷製本業務及び発送管理業務 

（２）特質等  仕様書による 

（３）納入期限等 仕様書による 

（４）納入場所  公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター及び当センターが指定する場所 

（５）入札方法 

落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、 

ア．入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものと

する。 

イ．落札決定に当たっては、入札書に記載された金額を落札価格とする。 

入札者は、見積もった契約金額に 10％に相当する額を加算した金額を様式 1で示す入札書に記載

して提出しなければならない。 

（６）入札保証金及び契約保証金  免除 

 

３．競争参加資格 

（１）入札説明会に参加した者であること。 

（２）消費税に係る課税事業者であること。 

（３）令和 04・05・06年度環境省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の製造」又は「役務の提供等」

において、関東・甲信越地域で、「Ａ」、「Ｂ」級に格付けされていること。 

（４）3年以内に類似業務（印刷製本（編集・校正を含む）、発送、在庫管理の全て）を行っている者。 

（５）業務の実施計画及び実施体制をまとめた資料を提出すること。 

（６）入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 

（７）印刷物の保管場所を、東日本（関東・甲信越）とすること。また、西日本（近畿・中国・九州のい

ずれかの地域）に 1拠点以上予備の保管場所を設置することが可能であること。 

 

４．入札説明会の日時及び場所 

（１）令和 6年 9月 9日（月）11時 00分 

（２）公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 東京都台東区上野三丁目 24番 6号 

   上野フロンティアタワー13階 
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 ５．入札に関する質問の受付 

（１）この入札説明書、添付資料等に関する質問がある場合は、様式 3による書面を提出すること。 

ア．提出期限 令和 6年 9月 11日（水）17時まで 

イ．提出場所 ４．（２）の場所 教育研修部 

ウ．提出方法 電子メールによって提出すること。送付の際に件名を「講習会テキスト印刷製本業務    

             等／質問（社名）」とすること。 

       メールアドレス：kyoiku_2@jwnet.or.jp 

（２）（１）の質問に対する回答は、令和 6年 9月 12日（木）17時までにメールにより行う。 

 

６．業務請負条件に関する書類の提出 

（１）「環境省競争参加資格（全省庁統一資格）審査結果通知書の写し」及び「類似業務実績及び実施計

画、実施体制等（様式 4）」は、次に従い提出すること。 

ア．提出期限 令和 6年 9月 18日（水）16時まで 

イ．提出場所 ４．（２）の場所 教育研修部 

ウ．提出方法 電子メールによって提出すること。提出の際に件名を「講習会テキスト印刷製本業務 

       等／業務請負条件（社名）」とすること。 

       メールアドレス：kyoiku_2@jwnet.or.jp 

 

７．競争執行の日時、場所等 

（１）入札・開札の日時及び場所 

日時 令和 6年 9月 20日（金）10時 00分 

場所 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター 

（２）入札書の提出方法 

１）様式１に定める書面を７（１）に指定する日時及び場所に持参により提出すること。 

２）入札書は、封筒に入れ封印し提出すること。 

（３）代理人による入札及び開札の立会い 

代理人により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人は、様式２による委任状を持参しなけれ

ばならない。 

（４）代理人の制限 

入札者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。 

（５）予定価格の制限内の価格の入札がない場合 

  開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う

ものとする。なお、再度入札を行っても落札者がいない場合には、入札金額が予定価格の制限内に達

する又は入札者がいなくなるまで繰り返し入札を行う。 

 

８．入札の無効 

次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。 

① 競争に参加する資格を有しない者による入札 
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② 代理人が委任状を持参しない代理人による入札 

③ 入札において記名押印（外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えるこ

とができる。）を欠く入札 

④ 金額を訂正した入札 

⑤ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

⑥ 明らかに連合によると認められる入札 

⑦ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は 2者以上の代理をした者の入札 

⑧ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札 

⑨ その他入札に関する条件に違反した入札 

 

９．入札の延期等 

 入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができな

い状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若し

くはとりやめることがある。 

 

１０．落札者の決定方法 

有効な入札書を提出した入札者であって、予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入

札を行った者を落札者とする。 

 

１１．落札者となるべき者が 2者以上ある場合の落札者の決定方法 

 当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が 2 者以上あるときは、直ちに当該者にく

じを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人が直接くじを引くことができないと

きは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 

 

１２．落札決定の取消し 

 落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したとき

は、落札決定を取消すことができる。 

 

１３．その他 

（１）入札結果の公表 

落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格につ

いて、開札場において発表するとともに、当センターホームページで公表するものとする。 

 

◎ 添付資料 

別紙 暴力団排除に関する誓約事項 

 様式 1～4 

 別添 契約書（案） 


